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会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－４５６６－２５１１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和 7年度 としま未来会議（第 2回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課 

開催日時 令和 7年 4月 21日（月） 14時 00分～15時 00分 

開催場所 庁議室（本庁舎５階）  

議題 

 

１．情報共有 

（１） 区民提案制度について 

（２） 事業見直しについて 

（３） 内部統制の本格実施について 

（４） TOKYO MX「パブリックミーティング in池袋」について 

（５） その他 

（６） 令和６年度２月分 区民の声・子どもの声集計 

 

公開の 

可否 

会議 

□公開  ■非公開  □一部非公開    

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

豊島区行政情報公開条例第７条第１項第５号による 

会議録 

□公開  ■非公開  □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

一部の資料は、政策形成段階の資料のため非公開 

出席者 

委員 

区長・副区長（２）・教育長・政策経営部長・区長補佐担当部長・総務部長・危機管理

監・施設整備担当部長・区民部長・文化スポーツ部長・産業観光部長・環境清掃部

長・福祉部長・健康部長（欠席）・池袋保健所長・子ども家庭部長・児童相談所長・都

市整備部長・土木担当部長・会計管理室長・教育部長・選挙管理委員会事務局長、

監査委員事務局長、区議会事務局長 

幹事 
企画課長・財政課長・財政改革担当課長・行政経営課長・区長室長・広報課長・総

務課長 

説明者 企画課長・財政改革担当課長・総務課長・区長補佐担当部長 

事務局 企画課企画調整グループ 
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審議経過 

 

（１）  区民提案制度について 

説明者 資料に基づき、区民提案制度について説明。 

区長 

 

 

 

政策経営部長 

昨年度までの区民提案制度では、区民の方から提案をいただき区が実際に実行す 

るため、必ずしも提案者が事業の実行者にはなるわけではなかったが、現在考えて 

いる企業提案制度では、採択された場合、区は実施するための予算を付けるという 

方法で提案者を支援し、提案者に事業を実施をしていただく予定でいる。 

今回、基本構想・基本計画の策定にあたり「共創」を掲げたことから、その第一歩目 

として実施していきたい。すべて事業者任せにせず、ご意見・ご協力をお願いした 

い。 

⇒報告のとおり了承する。 

※資料（１）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 

 

（２）事業見直しについて 

説明者 資料に基づき、事業見直しについて説明。 

区長 

 

 去年は、事業見直しの提案が所管課からあまり出てこなかった。今年度は補助金の 

使途や内訳を明確にしたいと思っている。また、補助金の必要有無を判断する前段 

階として、現場へ積極的に足を運びたいと考えている。 

⇒報告のとおり了承する。 

※資料（２）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 

 

（３）内部統制の本格実施について 

説明者 資料に基づき、内部統制の本格実施について説明。 

総務部長 

 

区長 

 

 

天貝副区長 

区長 

成果が出るのは来年度。１年半と長期的な取り組みになる。今年度で指定リスクの２

つは来年度の監査結果では根絶したいと思っている。ご協力をお願いしたい。 

４月はリスク報告が多い。去年の同時期にあがったリスク報告と内容が同じ事案もあ

るのではないか。昨年度どのようなリスク事案があったかについては、新規採用職員

含め、再度課内で確認されたい。 

法律相談についても全庁で共有できるようにされたい。 

⇒報告のとおり了承する。 

※資料（３）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 

 

（４）TOKYO MX「パブリックミーティングin池袋」について 

説明者 映像に基づき、TOKYO MX「パブリックミーティングin池袋」を視聴。 

区長 ⇒報告のとおり了承する。 
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（５）その他 

説明者 資料に基づき、その他事項について説明。 

区長 ⇒報告のとおり了承する。 

※資料（５）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 

 

（６）令和６年度２月分 区民の声・子どもの声集計 

説明者 資料に基づき、令和６年度２月分区民の声・子どもの声集計を書面共有。 

区長 

 

⇒報告のとおり了承する。 

※資料（６）については、政策形成段階の資料のため、非公開とする。 
 
 
 

会議の結果 

1．情報提供 

（１）区民提案制度について 

（２）事業見直しについて 

（３）内部統制の本格実施について 

（４）TOKYO MX「パブリックミーティング in池袋」について 

（５）その他 

（６）令和６年度２月分 区民の声・子どもの声集計 

→（１）～（６）について了承。 
 
 
 

提出された資料等 

（１）区民提案制度について 

（２）事業見直しについて 

（３）内部統制の本格実施について 

（５）その他 

（６）令和６年度２月分 区民の声・子どもの声集計 

※資料（１）～（３）、（５）（６）については、政策形成段階の資料のため、非公開とす

る。 
 


